配置予定監理技術者調書
　　　　　　　　　　　年　　月　　日
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　

	現場代理人を兼務
	する　・　しない　・　未定　（営業所技術者は現場代理人不可）

	配置予定監理技術者氏名
	

	（特定）営業所技術者
	該当　・　非該当

	法令による資格・免許
	

	監理技術者番号
	

	雇用期間（３か月以上）
	　　　　年　　月　　日から現在まで

	手持工事の有無
	有　・　無

	手持工事の内容
（手持工事が有る場合は記載）
	工事名
工期
請負金額

	監理技術者又は営業所技術者の
専任工事の兼任の有無
	有　・　無


＊監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者講習修了証の写しを添付のこと。
＊3か月以上の雇用関係を証する書類を添付のこと。
＊現在履行中の手持工事が有る場合は必ず手持工事の内容を記載すること。
＊配置予定監理技術者の資格については、当該工事を施工するにあたり必要な資格でなければならない。
＊配置予定監理技術者が特定できない場合は、複数の候補者を予定することができる。その場合、確認申請書に添付する提出書類は候補者の人数分を作成、提出すること。
＊配置予定監理技術者調書において予定した監理技術者については、原則として変更することができない。ただし、当該技術者の退職・死亡・病休（証明する書類が必要）等のやむを得ない理由の場合は変更することができる。なお、発注者が当該技術者と同等以上の技術者であると認める者でなければならない。
＊現場代理人を兼務しない場合は、配置予定現場代理人調書を提出すること。
＊現場代理人が未定の場合は、配置予定現場代理人調書を提出すること。
配置予定現場代理人調書
　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　

	配置予定現場代理人氏名
	

	雇用期間（３カ月以上）
	　　　　年　　月　　日から現在まで

	営業所技術者
	該当　・　非該当　　　（該当する場合は現場代理人不可）


＊配置予定監理術者が配置予定現場代理人を兼務する場合は提出不要。
＊３カ月以上の雇用関係を証する書類を添付のこと。
＊配置予定現場代理人が特定できない場合は、複数の候補者を予定することができる。その場合、確認申請書に添付する提出書類は候補者の人数分を作成、提出すること。
３カ月以上の雇用関係を証する書類について
配置予定監理技術者及び配置予定現場代理人について、添付する３か月以上の雇用関係を証する書類は、次のいずれかの書類の写しとしてください。
・監理技術者資格者証（表・裏）
・住民税特別徴収税額（変更）通知書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・雇用保険被保者資格取得等確認通知書
・所属会社の雇用証明書（様式任意）
※令和７年１２月２日以降、健康保険被保険者証は雇用関係証明資料としては使用できません。
　以上
